
 

 

 

令和８年度 

一 般 競 争 入 札（市 有 地 売 却）

実  施  要  領 

 

    

◆ 入札参加申込受付期間 

令和８年    ５月 １８日（月）から 

令和８年    ７月 １７日（金）まで 

 

◆ 入札保証金の納付期間 

令和８年  ５月 １８日（月）から 

令和８年   ７月 ２４日（金）まで 

 

      ◆ 入 札 日 

令和８年  ７月３０日（木）午前１０時から 

 

 

        入札に参加を希望する方は、この実施要領をよく読み、 

内容を十分把握したうえで、ご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

丹波篠山市役所 行政経営部 管財契約課 管財係 

 電話番号 ０７９－５５２－５１９７（直通） 

 E-mail：zaisankanri_div@city.sasayama.hyogo.jp 



1 

 

市有地売却のながれ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入札参加の申込 

令和８年５月１８日（月）～令和８年７月１７日（金）午後５時（必着） 

入札保証金の納付 

 令和８年５月１８日（月）～令和８年７月２４日（金）午後５時まで 

入札、開札 

 令和８年７月３０日（木）午前１０時から 

契約締結 

 令和８年８月１２日（水）まで※期日までに契約書類を提出 

土地代金の納付 

 令和８年８月１９日（水）まで 

土地の引渡し及び所有権移転登記 
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入札物件 

 

所 在 地 丹波篠山市糯ケ坪字桑林乙１７番１、乙１７番２、乙２０番１、乙３４番１２ 

最低売却価格 ３３，３００，０００円 

地 目 
宅地（乙１７番１、乙１７番２、乙２０番１） 

雑種地（乙３４番１２） 

土地の状況 更地 

面 積 実   測 ４６５１．９２㎡ 公   簿 ４６５１．９２㎡ 

 

 

 

 

注意事項 

 

 

⚫ 土地は、現状有姿のまま引き渡します。土地の現況等を必ず現地でご確認のうえで、

お申込みください。 

 

⚫ 土地の利用制限等については、あらかじめ各自で関係機関にご確認ください。 

 

⚫ 売却物件の概要は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必

ず入札参加者ご自身で現地及び諸規制について調査確認を行ってください。 

 

⚫ ガス・上下水道・電気の利用にあたっては、各供給事業者と十分協議してください。
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市有地売却実施要領 

 

参加申込 

１．申込書の配布 

 （１）期間  令和８年５月１８日（月）から令和８年７月１７日（金）まで 

        （但し、土、日曜日、祝日は除く。） 

 （２）時間  午前９時から午後５時まで 

 （３）場所  丹波篠山市北新町４１ 丹波篠山市役所 行政経営部 管財契約課  

                  ＴＥＬ０７９－５５２－５１９７（直通） 

※要領、各種様式は丹波篠山市ホームページからダウンロードできます。 

 

 （４）その他  入札説明会、質疑応答は行いません。 

   

２．申込資格 

 （１）申込できる方 「（２）申込できない方」に該当しない個人又は法人、かつ、売買代金

支払可能な個人又は法人。 

 （２）申込できない方  

  ① 地方自治法施行令第１６７条の４第１項及び第２項に規定する資格制限に該当する者 

  ② 入札物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122

号）第 2 条第 1 項に規定する風俗営業、同条第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業その他

これらに類する業の用途に供しようとする者 

  ③ 丹波篠山市暴力団排除条例（平成 24年条例第 24号）第 2条第 1項に規定する暴力団、

同条第 2 号に規定する暴力団員、同条 3号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を

有する者に該当する者 

④ 入札物件を丹波篠山市暴力団排除条例（平成 24 年条例第 24 号）第 2 条第 1 号に規定

する暴力団の事務所その他これに類する用途に供しようとする者 

 

３．申込方法 ※持参又は郵送 

【申込受付期間】 

   令和８年５月１８日（月）から令和８年７月１７日（金）午後５時まで（必着） 

   ※受付時間は午前９時から午後５時までです。（土、日曜日、祝日は除く。） 

 【持参又は郵送先】 

   〒６６９－２３９７ 丹波篠山市北新町４１ 

丹波篠山市役所 本庁舎３階 

丹波篠山市 行政経営部 管財契約課 宛 

 

 （１）申込書を持参する場合 

    申込書（一般競争入札参加申込書別紙１）と誓約書別紙２、一般競争入札参加資格証
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別紙３に必要事項を記入し、次の書類を添えて申込期間内に持参してください。 

① 個人の場合 住民票１通、印鑑登録証明書１通 

② 法人の場合 商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書）１通、印鑑証明書１通 

（２）申込書を郵送する場合 

申込書（一般競争入札参加申込書）と誓約書、一般競争入札参加資格証に必要事項を

記入し、次の書類を同封のうえ、必ず簡易書留で郵送してください。 

① 個人の場合 住民票１通、印鑑登録証明書１通 

② 法人の場合 商業登記簿謄本１通、印鑑証明書１通 

③ 返信用封筒（簡易書留用の切手を貼付し、返送先を記入したもの） 

【申込記載上の注意】 

   申込書の記載にあたっては黒色又は青色の万年筆又はボールペンを使用してください。 

※消せるボールペン（フリクション）、鉛筆は使用しないでください。 

 

入札保証金 

１．入札参加の申込みをされる方は、令和８年５月１８日（月）から令和８年７月２４日（金）

午後５時までに入札保証金を納付してください。期日までに納付されない場合、入札参加申

込みは無効とします。 

２．入札保証金を納付する納付書は、申込受付時にお渡しします。郵送で申込の方には納付書を

郵送します。 

３．入札者は、入札保証金として３，３３０，０００円を納付してください。  

４．入札保証金は、落札者以外の方（入札に参加されなかった方を含む。）には、入札終了後速

やかにご指定の口座へ振込みにより返還します。 

５．返還する入札保証金に利子は付きません。 

６．落札者の入札保証金は、契約締結時に土地代金に充当します。この入札保証金は、落札者が

指定期日までに落札物件の売買契約を締結しないとき、又は期日までに残代金を納入しないと

きは返還されません。 

 

入札の日時  

１．入札日時 令和８年７月３０日（木）午前１０時 

２．入札場所 丹波篠山市役所 本庁舎１階 １０１会議室  

３．持参していただくもの 

 （１）一般競争入札参加資格証 別紙３ （提出書類に受付印を押したもの） 

 （２）入札書（封筒に入れ封をして投函していただきます） 別紙４（封筒記載例は別紙５） 

（３）入札保証金の領収書（原本） ※必ずお持ちください 

（４）委任状（代理の方が提出される場合のみ。申込者本人の印鑑（登録）証明書とともに持

参してください。） 別紙６ 

（５）印鑑（申込者本人が入札される場合は、申込書の申込印と同じ実印。代理人の方が入札

される場合は、委任状の代理人使用印と同じ印鑑。） 

（６）入札保証金還付請求書（振込先の銀行通帳の写し添付） 別紙７ 

※（１）（２）（４）（６）については、受付時にお渡し（郵送）します。 

４．入札についての注意事項 

（１）入札書には、入札者の住所・氏名（代理人の方が入札される場合は、代理人の氏名）を 
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  記入のうえ、本人が入札する場合は本人の印鑑（参加申込書に押印された実印）を代理人が

入札する場合は、代理人の印鑑（委任状の｢代理人使用印｣）を必ず押印してください。 

（２）入札書の金額の記入は、アラビア数字（０，１，２，３‥‥）の字体を使用し、最初の 

  数字の前に￥マ－クを付け、該当物件の入札金額を記入ください。 

（３）天災地変等やむ得ない理由が生じたときは、入札の執行を取り消すことがあります。 

（４）入札書を入札箱に投入した後においては入札書の書き換え、引き換え又は撤回することは

できません。 

（５）入札書に記載された金額が訂正されていないこと。 

 

落札者の決定 

１．入札日までの間で入札参加者に反社会的行為や入札を妨げる行為があった場合は、入札参加

を取り消すことがあります。 

２．入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者、又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札は無効とします。 

３．落札者は、次の方法により決定します。 

（１）有効な入札を行なった方のうち、入札書に記入された金額が市の定めた最低売却価格以 

  上で、かつ最高の価格をもって入札した方。 

（２）（１）に該当する方が２人以上ある時は、くじ引きにより決定します。この場合、くじを

引くことを辞退できません。 

（３）不審な札、談合があったのではないかと思われる札があった場合は、落札者の決定を保  

留します。 

 

契約の締結 

１． 落札者には、その旨説明を行います。 

２．落札者との売買契約は、令和８年８月１２日（水）までに締結します。期日までに契約に必

要な書類を提出してください。 

３．契約書に貼付する収入印紙及び登録免許税は落札者の負担となります。 

 

土地代金の支払方法 

１．売買契約締結後、令和８年８月１９日（水）までに、市が発行する納付書により全額お支払

いください。 

２．納付済みの入札保証金は、上記の土地代金に充当します。 

 

土地の引渡し及び所有権移転登記 

１．土地代金が完納された後、市において所有権移転登記手続きを行い、現状有姿で土地を引き

渡します。 

２．登記に必要な書類、費用については、落札者負担でご用意ください。 
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売却物件の概要 

所 在 地 丹波篠山市糯ケ坪字桑林乙１７番１、乙１７番２、乙２０番１、乙３４番１２ 

地 目 宅地及び雑種地 土地の状況 更地 

面 積 実  測 ４６５１．９２㎡ 公  簿 ４６５１．９２㎡ 

地 勢 敷地内は概ね平坦である。 

区 域 区 分 都市計画区域内（非線引） 用 途 地 域 無指定 

建 ぺ い 率 ６０％ 容 積 率 ２００％ 

高 度 地 区 なし 防 火 地 域 なし 

日 影 規 制 ５ｍ～１０ｍ：４時間 １０ｍ超：２．５時間 

そ の 他 制 限 

・丹波篠山市土地利用基本計画「田園環境保全区域」 

・丹波篠山市景観計画「さとの区域」、 

・緑豊かな地域環境の形成に関する条例「さとの区域」 

・宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく「宅地造成等工事規制区域」 

・建築基準法第２２条区域 

・篠山川沿線にある市道「糯ケ坪桑林北線」の法尻から北方へ 20ｍの範囲に

河川保全区域の設定あり（一部該当）。区域内での盛土や切土、建物の新築

には河川法上の許可が必要となる（一部許可を要しない軽微な行為もある）。 

接 面 道 路 

・東側区画：西側幅員約５．０ｍ 市道糯ケ坪池上北線 建築基準法第 42条

1項 1号 

・西側区画：北側：幅員約４．０ｍ～６．５ｍ 市所有の公道 建築基準法上

の道路ではない。（事業主（購入者）が実測６ｍ以上の幅員とした後に建築基

準法第 42条 1項 5号の認定を想定） 

・開発行為を行う場合、対象不動産に面している市道の整備（糯ケ坪北公民館

用地を含めた拡幅工事）が必要です。詳細は道路管理者である地域整備課と協

議してください。 

【問い合わせ】丹波篠山市まちづくり部地域整備課（℡079-552-5025） 

電 気 関西電力株式会社 

上 水 道 

本管の引き込み必要（給水協力金は支払い済のため不要ですが、別途負担金が

必要です） 

【問い合わせ】丹波篠山市上下水道部上下水道課（℡079-552-5093） 

下 水 道 

東側区画：本管の引き込み必要 （受益者負担金が必要） 

西側区画：北側道路に本管埋設済（受益者負担金が必要） 

【問い合わせ】丹波篠山市上下水道部上下水道課（℡079-552-5062） 

ガ ス 
都市ガス本管の引込み必要（受益者負担金は不要） 

【問い合わせ】（篠山都市ガス(株)） 

最 寄 り 駅 等 JR「篠山口」駅から北東へ約６．３㎞ 

そ の 他 

特 記 事 項 

① 現況引渡しとします。 

② 対象不動産の利用は戸建分譲用地としての利用に限定します。 

③ 対象不動産（東側区画）の開発にあたっては、開発区域に接する市道を拡

幅し、整備及び分筆後、市に寄附をお願いします。 
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【問い合わせ】丹波篠山市まちづくり部地域整備課（℡079-552-5025） 

④ 対象不動産（西側区画）の開発にあたっては、丹波篠山市が所有する糯ケ

坪字桑林乙２０番４（公衆用道路 ３８１㎡）を開発区域に含め、事業者

側で同地を道路として整備し、かつ、同地内の公共下水道の機能を維持す

ることを売却条件とします。 

⑤ 【開発行為に関する主な留意事項】 

・５００㎡以上の一団の土地について開発行為をしようとする場合、土地の

取得契約締結前、またはすでに所有権を取得している場合には開発行為に

必要な許可申請を行う前に、市長と協議が必要です。 

・開発面積が３，０００㎡以上の場合、都市計画法上の県知事の開発許可が

必要です。 

⑥ 丹波篠山市土地利用基本計画「田園環境保全区域」、丹波篠山市景観計画「さ

との区域」、緑豊かな地域環境の形成に関する条例「さとの区域」、建築基

準法第２２条区域のため、建築物等に制限があります。 

【問い合わせ】丹波篠山市まちづくり部地域計画課（℡079-552-1118） 

⑦ 対象不動産は周知の埋蔵文化財包蔵地内にはありません。 

【問い合わせ】丹波篠山市教育委員会社会教育部文化財課 

（℡079-552-5792） 

⑧ 対象不動産は兵庫県ハザードマップ上、大雨による０．５ｍ～３．０ｍ未

満（一部３．０ｍ～５．０ｍ未満）の浸水想定区域、一部が家屋倒壊等氾

濫想定区域（河岸浸食）に指定されています。 

⑨ 対象不動産は県営住宅跡地であり、開発造成に当たり事業者側で上下水道

や都市ガスの引き込み管の撤去が必要な場合があります。 

⑩ 対象不動産（東側区画）北東側に関西電力所有の電柱２本があります。電

柱等の移設や撤去を希望する場合は協議が必要です。（関西電力送配電株式

会社） 

開発造成にあたり、事業者側で上記電柱の移設や撤去が必要になる場合が

あります。 

⑪ 対象不動産（西側区画）南側に関西電力所有の電柱１本、支線２本及び支

柱があります。電柱等の移設や撤去を希望する場合は協議が必要です。（関

西電力送配電株式会社） 

開発造成に当たり事業者側で上記電柱等の移設や撤去が必要な場合があり

ます。 
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物件位置図 

 

 

明細図 

乙１７番１ 

売却地 
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乙１７番２ 

 

乙２０番１                乙３４番１２ 

     

備考 

位置図は現地調査のための参考資料ですので、現況と相違している可能性があります。 

現地の状況は、必ずご自身でご確認ください。 
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市有財産売買契約書（案） 
 

 

 売払人  丹波篠山市  （以下「甲」という。）と買受人     （以下

「乙」という。）とは、次の条項により市有財産の売買契約を締結する。  

  この契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲、乙記名押

印のうえ各自その１通を保有するものとする。  

 

 

（信義誠実の義務）  

第１条  甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければな

らない。  

（売買物件及び売買代金）  

第２条  売買物件及び売買代金は、別紙のとおりとする。  

（代金の支払い）  

第３条  乙は、売買代金を本契約の締結後、令和８年８月１９日までに

甲の発行する納付書により、甲に支払わなければならない。ただし、

既に納入済みの入札保証金は、本契約の売買代金に充当する。  

２  甲は、前項に規定する期間が経過し、相当期間を定め催告するも、

売買代金の納入がない場合、本契約を解除することが出来るものとす

る。  

３  前項の規定により本契約が解除された場合、甲は、入札保証金を違

約金として取得できるものとする。  

（所有権の移転）  

第４条  売買物件の所有権は、乙が売買代金を納入したときに乙に移転

する。  

（売買物件の引渡し）  

第５条  甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したとき

に引き渡す。  

２  甲は乙に売買物件を、現状有姿のまま引き渡す。なお甲は補修・損

害賠償その他一切の責任を負わないものとする。  

（売買物件の登記）  

第６条  売買物件の所有権移転登記は、第４条により売買物件の所有権

が移転した後に、速やかに乙がこれに必要な書類を甲に提出し、甲が

所轄法務局に対し嘱託するものとする。  

２  前項の所有権移転の登記に要する登録免許税その他経費は、乙の負

担とする。  

（担保責任）  

第７条  甲は、売買物件がその種類、品質、数量に関して契約の内容に

適合しないものである場合（土壌汚染、地中障害物、危険物、産業廃
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棄物の存在その他の性状の瑕疵、及び、第三者の所有権、先取特権、

質 権 又 は 担 保 権 、 賃 借 権 等 の 用 益 権 の 存 在 そ の 他 の 権 利 の 瑕 疵 を 含

む。）について、第５条第１項に定める引き渡し後１年間、担保責任

を負うものとし、乙は、甲に対して、売買物件の修補による履行の追

完を請求することができる。  

２  商法第５２６条は本契約には適用されないものとする。  

３  売買物件が契約の内容に適合しない場合は、乙は、相当期間を 定め

て履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、乙は

その程度に応じて、売買代金の減額を請求できるものとする。ただし、

民法第５６３条第２項各号に定める場合は催告を要しない。  

４  第１項又は前項の規定は、第９条に定める解除及び第１２条に定め

る損害賠償の請求を妨げない。  

（用途の制限）  

第８条  乙は、売買物件を戸建分譲用地の用途にのみ使用し、次に掲げ

る用途に供してはならない。また、売買物件を第三者に所有権移転、

使用させる場合にも、次の各号に規定する用途に供してはならない旨

を第三者に対し書面により承継し、遵守させなければならない。  

（１）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法

律第 122号）第 2条第 1項に規定する風俗営業、同条第 5項に規定する性

風俗関連特種営業その他これらに類する業の用途  

（２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第

77号）第 2条第 2号に規定する暴力団の事務所その他これに類する用途  

２  乙は、売買物件に係る開発行為をしようとする場合、甲の所有する

糯ケ坪字桑林乙２０番４（公衆用道路  ３８１㎡）を開発区域に含め、

同土地を道路として整備し、同土地内の公共下水道の機能を維持しな

ければならない。また、甲は同土地が売買物件に係る開発区域に含ま

れることを承諾するものとする。  

３  甲は、前２項に規定する禁止事項等について必要があると認めると

きは、当該土地について実地に調査し、又は乙に対して所要の報告を

求めることが出来る。  

４  乙は、正当な事由なくして前項の実地調査を拒み、妨げ、又は甲へ

の報告を怠ってはならない。  

（契約の解除）  

第９条  甲は、第３条第２項に規定する場合のほか、乙が本契約に定め

る義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。  

（返還金等）  

第１０条  甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った

売買代金相当額（第３条第１項の規定により、売買代金に充当した入

札保証金を除く。）を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さ

ない。  
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２  甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還し

ない。  

３  甲は、解除権を行使したときは、乙が売買物件に支出した必要費、

有益費その他一切の費用は償還しない。  

（乙の原状回復義務）  

第１１条  乙は、甲が第９条の規定により解除権を行使したときは、甲

の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければ なら

ない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと

認めたときは、現状のまま返還することができる。  

２  乙は、前項ただし書きの場合において、売買物件が滅失又はき損し

ているときは、その損害賠償として契約解除時の時価により滅損額に

相当する金額を甲に支払わなければならない。  

（損害賠償）  

第１２条  甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受け

たときは、その損害の賠償を請求できる。  

（返還金の相殺）  

第１３条  甲は第１０条第１項の規定により売買代金を返還する場合に

おいて、乙が前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があると

きは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。  

（契約の費用）  

第１４条  本契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は、すべ

て乙の負担とする。  

（疑義の決定）  

第１５条  本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。  

（裁判管轄）  

第１６条  本契約に関する訴えの管轄は、丹波篠山市役所を管轄区域と

する神戸地方裁判所とする。  

 

 

 令和８年   月   日  

 

 

甲：兵庫県丹波篠山市北新町４１番地  

丹波篠山市  

丹波篠山市長 酒 井 隆 明   ㊞  

 

乙：  

 

               ㊞  
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 別  紙  

 

 

１  売買物件  
 

区分 所在 面積（㎡） 備考 

土地 丹波篠山市糯ケ坪字桑林乙１７番 １ ２３９７ ８５ 宅地 

土地 丹波篠山市糯ケ坪字桑林乙１７番 ２ ８２６ ６３ 宅地 

土地 丹波篠山市糯ケ坪字桑林乙２０番 １ １２２７ ４４ 宅地 

土地 丹波篠山市糯ケ坪字桑林乙３４番１２ ２００ ００ 雑種地 

 

 

２  売買金額   金●●，●●●，０００円  

 

 

 


